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研究成果の概要（和文）： 
 本研究では，1970 年代以降西ドイツ社会において徐々に成立するに至った，いわゆる「新
しい社会運動」と呼ばれる，市民による非営利的・非国家的な自発的組織を通して政治参
画を求める動きを歴史的に再構成することを目指した．具体的には，史料上の制約から，
当初の計画を若干変更して，ニーダーザクセン地域の事例を検討し，それを研究論文とし
てまとめ，国家と市場から区別された「社会」領域における，こうした運動の歴史的な位
相を明らかにした． 
 
研究成果の概要（英文）： 
This research aimed at reconstructing the movement called "New Social Movement" 
historically, which grew up in the West German society after the 1970s and required 
political participation through the nonprofit association by citizens.  
Because of problem of historical records, the original plan was changed a little. The 
example of the Lower Saxony area was examined. It was summarized as a paper. The 
historical phase of such movement in the "social" area, which was distinguished from 
the state and the market, was clarified. 
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１．研究開始当初の背景 
 政治学，政治哲学，社会哲学といった学問
領域において「討議デモクラシー」の有効性
と限界性という議論が近年盛んになされて

いる．その際に国家にも市場にも収斂されな
い「討議コミュニケーションを通じて形成さ
れる」独自の市民的公共空間の「発見者」と
して，必ずと言っていい程ハーバーマスの意



義が高く評価される．（例えば篠原一『市民
の政治学―討議デモクラシーとは何か』
（2004）；山口定『市民社会論』（2004）：川
崎修他編『現代政治理論』（2006）） 
 ヨーロッパ社会との比較において，市場と
国家の社会領域への浸食の程度の高い（言い
換えるならば，「公的」なるものの正統性が，
市場における優位や国家権力そのものから
流出してくる程度の高い）我が国の現状にお
いて，こうしたハーバーマス（そしてその理
論的な直接的な源流を提供したアーレント）
の指摘が，ある種の斬新さをもって受容され
たことは，想像に難くない．しかしながらこ
うしたハーバーマスの着想は，多くの政治哲
学者が指摘するような「規範的」な次元の議
論に留まるものではなく，むしろ市民的公共
空間の伝統が今日においても強い影響力を
保持しているヨーロッパの思想的な土壌か
ら，歴史的・実証的に導かれてきた点に注意
する必要がある．この点は，日本におけるハ
ーバーマスの受容のあり方が，彼が主として
活動しているドイツでの彼の思想の受容の
あり方とかなり異なることに注目するとき，
より明確になる．筆者は，2007～08 年にか
けてのハンブルクでの在外研究の間に，多く
のドイツ人政治学者・社会学者・歴史学者と
の議論の中でこの点を強く意識するに至っ
た． 
 日本では，彼の「討議デモクラシー」論は，
もっぱら規範概念として理解されているた
めに，圧倒的に政治哲学，政治学，社会哲学
の領域において議論の対象となってきた（代
表的なものとして市野川容孝，齋藤純一，井
上達夫の議論）．その一方で，歴史学はまさ
に実証科学であるという自己理解から，この
視点に対してこれまでそれほど関心を寄せ
てこなかった．討議デモクラシー論が，その
理論的プロトタイプとしてギリシャのデモ
クラシーを念頭においていることから古代
ギリシャ史研究者が，この問題を正面から取
り組んでいるような例外はあるものの（例え
ば桜井万里子『ソクラテスの隣人たち』
（1997）），実はハーバーマス自身が討議デモ
クラシーの具現化の可能性として直接念頭
に置いていた，1970 年代以降ヨーロッパで
登場してくる新しい社会運動に対して，これ
を「対抗的公共性」担い手として把握しつつ，
これを歴史研究の対象とした例はほぼ皆無
である． 
 こうした学術的な背景から，本研究では，
ヘーゲル・マルクス的な「古い」市民社会論
から区別され，一般的に「新しい」市民社会
論として総称される，コーエン，アラートそ
してハーバーマスらの（アメリカ・）フラン
クフルト学派の（市民的）公共性論，ウォル
ツァーなどのコミュニタリアニズム論，パッ
トナムの社会関係資本論，そしてコッカなど

の社会史学派の市民論などに由来する議論
を理論的な前提としながら，ドイツ連邦共和
国における新しい社会運動の実態を実証的
に再構成することによって，こうした運動の
歴史的位相とその可能性と限界を論じる． 
 
２．研究の目的 
 本研究では，1970 年代以降西ドイツ社会
において徐々に成立するに至った，いわゆる
「新しい社会運動」と呼ばれる，市民による
非営利的・非国家的な自発的組織を通して政
治参画を求める動きを，ハンブルクにおける
具体的な２つの事例を取り上げ，１．その実
証的再構成を目的とする．２．その上で，ド
イツ近現代社会において比較的強い影響力
を保持し続けてきた種々のアソシエーショ
ンとの理念的・人的・社会経済的な観点から
の連続性・断絶性を検討することによって，
国家と市場から区別された「社会」領域にお
ける，こうした運動の歴史的な位相を明らか
にする．３．その際に，いわゆる「新しい」
市民社会論を分析上の枠組みとして設定し，
その視点から 1960 年代末以降変化を見せる
ことになる西ドイツ社会の政治文化・言説構
造の特徴を描き出すことを目指す． 
 
３．研究の方法 
具体的な研究作業は，以下の４点から構成さ
れる． 
（１）「新しい社会運動」をめぐる先行研究
の整理 
（２）文書館資料の分析 

①新しい社会運動それ自体に関する文
書館史料の分析 
②工科大学設立ならびに，IKEA誘致に関
する行政側の立案作業ならびに，市民運
動の様々な要望への対応に関する史料
の閲覧・分析 

（３）当該者への聞き取り調査 
（４）メディア分析 
（ １ ） に つ い て ：「 新 し い 市 民 社 会
（Zivilgesellschaft）のあり方に関する財
政的，行政的な観点，討議デモクラシー論に
代表されるようなデモクラシー論の観点，ド
イツ史における市民層（Bürgertum）をめぐ
る議論，ならびに主として彼らを担い手とす
る 様 々 な 協 会 組 織 （ Verein- und 
Verbandwesen）との連続性・断絶性の観点，
またこうした議論から当然導きだされてく
る 歴 史 的 な 概 念 と し て の Bürgerliche 
Gesellschaftと Zivilgesellschaftの関係に
関する議論など，新しい社会運動は，きわめ
て異なる（研究）関心の交点に位置する問題
である．それらが相互に刺激し合う形で，90
年代末以降，ドイツでは学術研究のみならず，
行政レベルでの報告書のレベルも含め多く
の文献が出版されるに至っている．07～08年



度の在外研究中にかなりの文献の所在を確
認したが，現状においてはこれらを十分に消
化するには至っていない．それゆえに本研究
の第一の作業は，こうした先行研究の検討に
充てられる． 
（２）について：この部分は，大別して２つ
の対象に関する文書館史料の閲覧・分析を行
う． 
①新しい社会運動それ自体に関する文書館
史料の分析：「ハンブルク・ハールブルク工
科大学建設によって影響を被る市民の会」
「シュネールゼン・ブンダーブルネン市民の
会」についての史料の閲覧を予定している．
前者はハールブルク市街中心部に工科大学
を立地することに対して，地価・家賃の高騰
および託児所，高校，難民収容施設等の市民
関連施設の大学用地確保のための強制的な
移転に反対して 1978 年に結成された市民運
動である．後者は，州政府が，スウェーデン
の企業「IKEA」を，シュネールゼン自然保護
地区に，保護地区指定を解除した上で誘致す
るという計画を発表したことに端を発して，
1984年に結成された市民運動であった．この
両組織に関する史料は，現在ハンブルク州立
中央文書館に以下の史料群として所蔵され
ており，これらは閲覧制限期間がなお有効な
史料であるが，その解除も含めた閲覧許可を
すでに得ている（614-2/19 Bürgerinitiative 
gegen Standort der TU Hamburg-Harburg （フ
ァ イ ル 13 冊 分 ） ；  614-2/16 
Bürgerinitiative Schnelsen-Wunderbrunnen
（段ボール箱１つ分））． 
②工科大学設立ならびに，IKEA誘致に関する
行政側の立案作業ならびに，市民運動の様々
な要望への対応に関する史料の閲覧・分析：
この作業は，時期的には前者に関しては，60
年代末まで，後者に関しては 70 年代末にさ
かのぼる．また行政上のヒエラルキー観点か
ら言えば，連邦の学術審議会のレベルから，
州政府・州議会さらに，アイムスビュッテル
およびハールブルク区庁・区議会までの史料
を検討する予定である．なぜなら大学設置は，
全（西）ドイツレベルでの長期的な研究者・
高等教育修了者の需要予測等を基にした連
邦レベルでの学術審議会での議論が，ハンブ
ルク州政府・議会レベルでの出発点として大
きな役割を果たしており，問題の全体像を踏
まえるためには，連邦レベルでの議論の分析
は避けて通れない．またこの問題において行
政サイドにおいて圧倒的な主導権を握って
いたのはハンブルク州政府であったが，土地
利用計画等の領域に関しては，ハンブルク州
の憲法において，区議会が大きな役割を果た
すことが規定されており，その意味で区議会
レベルの史料の分析も欠かせない．IKEA の問
題に関しても基本的な構図は同様である．ま
た当該の市民運動を含む住民と行政の直接

の接点となっていたのは区庁・区議会レベル
であり，討議デモクラシー論が想定するよう
な政治的イシューが，直接デモクラシーから
代議制デモクラシーへ伝達される空間とし
てのこのレベルでの分析は重要である．この
作業領域における史料も主として，ハンブル
ク州立文書館に所蔵されていることを確認
している（例えば 361-5III Hochschulwesen 
III, 446-1 Bezirksamt Harburg など） 
（３）について：すでに文書館での予備調査
ならびにドイツ人研究者からのアドバイス
等の結果，当該の市民運動の主たる活動家お
よび，行政側で当時重要なポストにあった人
物数十名をリストアップした．さらにその一
部には，すでにインタビューの依頼を行って
いる．こうした聞き取り調査によって，文書
史料では再構成しえない部分の補完を目指
すとともに，申請者の研究関心の中心にある
「新しい」市民社会に関して，実際に事例に
関与した人物が，どのような認識を持ってい
たのか，という点を明らかにできると考えて
いる． 
（４）について：本申請課題はメディア（史）
研究の側面における寄与も念頭に置いてい
る．申請課題でとり扱う事例に関しては，die 
Welt, Tageszeitung, Bildなどの全国紙から
Hamburger Abendblatt, Hamburger 
Morgenpost などの全ハンブルクレベルの地
方紙， Harburger Wochenblatt, Harburger 
Anzeige und Nachrichten, Niendorfer 
Wochenblatt などの州内の区レベルを対象と
した新聞が，極めて様々な視点から，かなり
の分量にわたる報道を行っていた．こうした
メディア報道（主として上記の新聞であるが，
部分的には NDRのラジオ・テレビ放送もある）
を利用することによって，公共圏形成におい
てメディアの果たす役割に関する分析が可
能であると考えている．さらに上記の新聞資
料はハンブルク大学図書館，ハンブルク州議
会図書館ならびに州立中央文書館において
ほぼ全て閲覧可能であることを確認してお
り，これらの施設に所蔵された資料を利用し
て上記の作業領域の研究を進める予定であ
る． 
 
４．研究成果 
 本研究では，1970 年代以降西ドイツ社会に
おいて徐々に成立するに至った，いわゆる
「新しい社会運動」と呼ばれる，市民による
非営利的・非国家的な自発的組織を通して政
治参画を求める動きを歴史的に再構成する
ことを目指した．具体的には，史料上の制約
から，当初の計画を若干変更して，ニーダー
ザクセン地域の事例を検討し，それを研究論
文としてまとめ，国家と市場から区別された
「社会」領域における，こうした運動の歴史
的な位相を明らかにしようとした． 



 具体的な史料収集活動として，主として夏
期休業期間中を利用して，ハンブルク州立文
書館において「ハンブルク・ハールブルク工
科大学建設によって影響を被る市民の会」に
関する資料収集を行った．本研究は，研究の
目的にも記されるように，メディア（史）研
究の側面における寄与も念頭に置いている．
そこで，上記の市民運動に関して継続的に報
道を行っていた，die Welt Tageszeitung，
Bild な ど の 全 国 紙 か ら Hamburger 
Abendblatt などの全ハンブルクレベルの地
方紙，Harburger Wochenblattなどの州内の
区レベルを対象とした新聞記事の収集も行
った．こうしたメディア報道を利用すること
によって，公共圏形成においてメディアの果
たす役割に関する分析が可能であると考え
ていたが，本研究課題期間中の論文執筆には
至らず，現在これらの分析・検討を実施中で
ある． 
 他方，研究方法（１）で示した研究状況の
整理に関しては，サーヴェイ論文「新しい市
民社会論とは？」（論文番号①）として発表
した． 
 また研究のタイムスパンを若干拡大し，
「新しい社会運動」がその成立期より変化を
遂げながら，現在いかなる形態として具現化
しているのかという関心から新たな事例研
究も行った．具体的にはエネルギー問題を関
心の中心において活動するユーンデ村をと
りあげ，「バイオエネルギー村ユーンデ 生
活環境再編に向けた討議民主主義の可能性」
（論文番号②）として発表した． 
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